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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
ど
う
に
も
評
判

が
悪
い
。
独
自
に
設
け
ら
れ
た
診
療
報
酬
な

ど
に
つ
い
て
も
正
確
な
情
報
が
伝
わ
ら
ず
、

患
者
は
も
ち
ろ
ん
専
門
職
ま
で
戸
惑
う
。

入
居
者
全
員
か
ら
1
人
3
万
円
？

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
有
料
老
人
ホ
ー

ム
な
ど
に
外
部
か
ら
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
提
供

を
進
め
る
一
環
で「
特
定
施
設
入
所
時
等
医

学
総
合
管
理
料
」が
新
設
さ
れ
た
。

報
酬
は
、
在
宅
療
養
支
援
診
療
所
・
同
病

院
で
処
方
せ
ん
交
付
の
場
合
は
月
額
3
万

円
、
処
方
せ
ん
交
付
な
し
で
同
3
万
3
0
0

0
円（
そ
れ
以
外
の
診
療
所
・
病
院
は
1
万

5
0
0
0
円
と
1
万
8
0
0
0
円
）。

あ
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
で
、
嘱
託
医

か
ら「
入
居
者
全
員
を
医
学
総
合
管
理
料
の

対
象
に
し
た
い
」と
打
診
さ
れ
た
、
と
聞
く
。

在
宅
療
養
支
援
診
療
所
が
た
と
え
ば
定
員
50

人
全
員
に
適
用
す
れ
ば
、
し
め
て
月
額
1
5

0
万
円
。

し
か
し
、
こ
の
医
学
管
理
料
は「
末
期
が
ん

患
者
」に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
百
科
事
典
並

み
の
報
酬
改
定
表
を
読
ん
だ
う
え
、
通
知
類

ま
で
目
を
通
さ
な
い
と
理
解
で
き
な
い
。
も

う
少
し
分
か
り
や
す
く
説
明
で
き
な
い
の

か
、
報
酬
改
定
の
た
び
に
痛
感
す
る
。

同
時
に
、
末
期
が
ん
患
者
以
外
に
も
適
用

可
能
と
し
て
も
、
算
定
要
件
に
は「
特
定
施

設
で
療
養
を
行
っ
て
い
る
通
院
困
難
な
者
の

同
意
を
得
て
、
計
画
的
な
医
学
管
理
の
下
に

月
2
回
以
上
の
定
期
的
な
訪
問
診
療
を
行
な

っ
て
い
る
場
合
」と
あ
る
。
医
師
1
人
の
診

療
所
で
、
通
常
の
外
来
患
者
を
受
け
付
け
な

が
ら
入
居
者
50
人
に
月
2
回
以
上
の
訪
問
診

療
を
誠
実
に
実
行
で
き
る
の
か
。
そ
う
考
え

る
と
常
識
問
題
に
も
思
え
る
。

高
額
医
療
費
算
定
の
矛
盾

4
月
か
ら
約
1
3
0
0
万
人
が
民
族
大
移

動
の
よ
う
に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
引
っ

越
し
た
。
そ
の
後
は
75
歳
の
誕
生
日
を
迎
え

る
と
次
々
に
加
入
し
て
い
く
。

病
院
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
た
ち
が
困
っ

て
い
る
の
は
、
そ
の
際
の
高
額
医
療
費
支
給

制
度
の
扱
い
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
誕
生
日
の
5
月
15
日
に
市
町

村
国
保
か
ら
か
わ
っ
た
場
合
、
手
術
な
ど
で

14
日
ま
で
に
医
療
費
が
50
万
円
か
か
っ
た（
自

己
負
担
は
一
般
所
得
者
で
1
割
の
5
万
円
だ

が
、
上
限
の
4
万
4
4
0
0
円
で
済
む
）。
15
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日
以
降
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
移
っ
た

も
の
の
再
手
術
を
受
け
、
さ
ら
に
50
万
円
か

か
っ
た（
同
）。

こ
ん
な
ケ
ー
ス
は
ど
う
な
る
か
。

両
制
度
で
使
っ
た
医
療
費
を
合
計
し
て
高

額
医
療
費
の
上
限
を
適
用
す
る
仕
組
み
に
は

な
っ
て
い
な
い
。
患
者
は
両
制
度
に
各
4
万

4
4
0
0
円
を
払
う
。
通
常
の
倍
額
に
な
る

の
だ
か
ら
、
確
か
に
患
者
・
家
族
に
は
ど
う

に
も
説
明
し
に
く
い
。
と
り
わ
け
低
所
得
者

に
と
っ
て
は
切
実
な
二
重
取
り
で
あ
る（
表

参
照
）。

ち
な
み
に
既
存
の
保
険
制
度
間
で
も
被
保

険
者
の
移
動
期
に
ぶ
つ
か
る
と
同
じ
矛
盾
が

生
じ
て
い
る
。
診
療
報
酬
請
求
の
電
子
化
を

進
め
な
が
ら
是
正
を
図
る
べ
き
課
題
だ
。

高
齢
者
担
当
医
の
資
格
と
は
？

原
則
75
歳
以
上
を
対
象
と
す
る
独
立
制
度

に
な
っ
て
、
診
療
報
酬
も
独
自
の
体
系
・
内

容
を
自
由
に
盛
り
込
め
る
。
代
表
例
の
1
つ

が「
後
期
高
齢
者
診
療
料
」（
月
額
6
0
0
0

円
）で
あ
る
。

高
血
圧
、
糖
尿
病
、
高
脂
血
症
、
不
整
脈

な
ど
の
慢
性
病
患
者
を
対
象
に
患
者
の
同
意

を
得
て
算
定
で
き
る
。

開
業
医
が
患
者
に「
あ
な
た
は
イ
ン
ス
リ

ン
投
与
で
費
用
が
か
か
る
か
ら
、
こ
ん
な
制

度
を
使
っ
て
は
だ
め
で
す
よ
」と
諭
す
。
そ

ん
な
場
面
が
某
民
放
テ
レ
ビ
で
放
映
さ
れ
て

い
た
。

包
括
払
い
の
対
象
は
医
学
管
理
、
検
査
、

画
像
診
断
、
処
置
で
、
薬
や
注
射
は
含
ま
れ

な
い
。
医
師
側
は
先
刻
ご
承
知
の
は
ず
だ
が
、

こ
ん
な
発
言
に
患
者
・
家
族
た
ち
は
惑
わ
さ

れ
る
。

当
然
な
が
ら
病
状
の
急
性
増
悪
期
に
実
施

し
た
検
査
、
画
像
診
断
お
よ
び
処
置
の
う
ち

5
5
0
0
円
以
上
か
か
っ
た
医
療
行
為
は
別

に
請
求
で
き
る
。
そ
れ
に
し
て
も
病
状
は
い

つ
悪
化
す
る
か
、
分
か
ら
な
い
。
月
の
途
中

で
も
、
こ
の
診
療
料
自
体
を
中
止
し
て
出
来

高
払
い
に
切
り
換
え
ら
れ
る
の
か
。

正
解
は「
翌
月
」ま
で
待
っ
て
出
来
高
に
切

り
換
え
る
。

こ
の
程
度
は
常
識
的
に
判
断
で
き
る
の
だ

が
、
も
と
も
と
研
修
を
受
け
た「
高
齢
者
担

当
医
」
を
条
件
に
設
け
る
包
括
払
い
の
は
ず

だ
っ
た
。

長
年
に
わ
た
り
在
宅
医
療
・
地
域
医
療
に

取
り
組
む
医
師
に
と
っ
て
は
、
い
ま
さ
ら
研

修
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
大
半
の
開

業
医
は
診
療
所
で
患
者
を
待
つ
だ
け
の
現
状

で
は
な
い
か
。

日
本
医
師
会
の
反
発
で「
認
知
症
サ
ポ
ー

ト
医
養
成
研
修
」
等
の
受
講
が
条
件
に
な
っ

た
が
、
受
講
の
確
認
方
法
も
あ
い
ま
い
な
ま

ま
見
切
り
発
車
さ
れ
た
。

厚
生
労
働
省
が
こ
の
種
の
研
修
ま
で
一
律

に
押
し
つ
け
る
必
要
性
は
な
い
の
か
も
知
れ

な
い
。
そ
の
代
わ
り
、
日
本
医
師
会
が
自
主

的
に「
か
か
り
つ
け
医
」に
ふ
さ
わ
し
い
知
見

や
技
術
の
取
得
機
会
を
設
け
、
患
者
・
家
族

向
け
に
公
表
・
推
薦
し
て
ほ
し
い
。
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Go Miyatake

■
宮
武

剛
（
み
や
た
け
・
ご
う
）

早
稲
田
大
学
政
経
学
部
卒
。
毎
日
新
聞
社
・
論
説
副
委
員
長
、
埼
玉
県

立
大
学
教
授
を
経
て
、
現
在
、
目
白
大
学
教
授
。

近
著
に『
介
護
保
険
の
再
出
発

医
療
を
変
え
る
・
福
祉
も
変
わ
る
』（
保

健
同
人
社
）。

外来（個人単位）�
�
�

4万4400円�
�
�

1万2000円�
�
�

8000円�
�
�

   外来＋入院（世帯単位）�
�
8万100円＋（医療費－�
26万7000円）×１％�
（多数月該当は4万4400円）�
�
  4万4400円�
�
  2万4600円�
�
  1万5000円�
�

 現役並み所得者�
 （課税所得145万円以上）�

�
 一　般�
�
�
低所得者�
�
�

月 額 の 医 療 費�
限 度 額 �

II
I�

（年収80万円以下）�

表 70歳以上の自己負担限度額（高額医療費支給制度）
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